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補助事業概要の広報資料 

 

補助事業番号 23-1-030 

補 助事業名 平成 23 年度 更生保護施設の建築補助事業 

補助事業者名 更生保護法人 恵辰会 

 

１．補助事業の概要 

 （１）事業の目的 

    ア．引受人等の居ない刑務所出所者等の円滑な社会復帰への場の確保 

      引受人や頼るべき親族の居ない刑務所や少年院等を出所した者が再び犯罪

や非行に陥ることがないよう，これらの者を一定期間収容保護し，職業指導

や食事，宿泊場所を提供し，各人に自立更生への意欲を高めさせて，社会復

帰を円滑に促進させ，犯罪や非行のない明るい社会の実現に寄与したい。 

 （２）実施内容 

    ア．更生保護施設の建築 

鉄筋コンクリート造，2階建 1棟，床延べ面積 966.34 ㎡ 

  定員 30 人（個室 30 室，食堂，浴室及び地域交流室ほか） 
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２．予想される事業実施効果   

  これまで，旧施設が老朽化と 2人居室という環境から，住む場所が無いにもかかわ 

らず対人関係を嫌い早期に退所してホームレス化から再犯に至る者もあったが，今後

は，個室であること等から各人が落ち着いた生活を送れるようになり，社会復帰教育

が充実するとともに，再犯防止と犯罪抑止効果がさらに向上する。  

 また，１階に地域交流室を設け，近隣住民等による各種会合での利用を可能とした

ことから，施設に対する地域の理解がさらに深まり，地域の更生保護活動と連携した

犯罪や非行防止活動がより高まる。  

 

３．本事業により作成した印刷物 

  広報パンフレット「恵辰会のしおり」 

  事業完了記事（西日本新聞福岡都市圏版「更生保護施設恵辰会建て替え完了」） 

  事業完了公告（西日本新聞福岡都市圏版及び筑豊版並びに各行政広報誌である広報

いいづか，広報すえ，広報しめ，広報うみ及び広報ささぐりに掲載した。）      
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４．事業内容についての問い合せ 

団 体 名：更生保護法人 恵辰会 

住  所：811-2113 

     福岡県糟屋郡須恵町大字須恵 117-16 

代表者名：理事長 砂川  光顯（スナガワ ミツアキ） 

担当部署：施設事務所 

担当者名：施設長 中元 順一（ナカモト ジュンイチ） 

電話番号：092-932-0187 

Ｆ Ａ Ｘ：092-932-0900 

E - m a i l：keishinkai0187@mopera.net 

 

 

 

 


